
船舶事故等調査報告書 

平成２２年３月２５日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２００９横第１１５号 

事故等種類 衝突 

発生日時 平成２１年５月５日 ０９時５０分ごろ 

発生場所 三重県大王埼灯台から真方位１４０°５.４海里付近 

（概位 北緯３４°１２.４′ 東経１３６°５８.３′） 

事故等調査の経過  平成２１年５月７日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜事務

所）を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報  

 船種船名、総トン数 Ａ 引船 やまふじ、１９トン 

 船舶番号、船舶所有者等    １３８－８５広島、メイクマリン有限会社 

            内海船舶有限会社（船舶借入人） 

Ｂ 台船 ６０－２、１,４８３トン 

Ｃ 漁船 勝
しょう

成
せい

丸、６トン 

ＭＥ２－５１８１（漁船登録番号）、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長、一級小型船舶操縦士 

  甲板員、一級小型船舶操縦士 

Ｃ 船長、一級小型船舶操縦士 

 死傷者等 Ａ なし 

Ｃ 左前腕挫創、胸部打撲等 １人（船長） 

 損傷 Ａ なし 

Ｂ 右舷外板擦過傷 

Ｃ 右舷外板に破口を伴う損傷及び舵脱落 

Ａ船は、船長及び甲板員Ａほか１人が乗り組み、Ｂ船をえい
．．

航し、甲板

員Ａが単独の船橋当直について熊野灘を東北東進していた。 

 事故等の経過 

Ｃ船は、船長が１人で乗り組み、引き縄漁を行いながら北西進中、船長

が衝突の約１０分前にレーダーでＡ船の映像を左舷前方約４５°に確認し

たが、Ｃ船がＢ船の船尾を通過すると思い込み、Ｃ船の船尾で作業をして

いた。 

平成２１年５月５日０９時５０分ごろ、大王埼東南東方沖において、Ｂ

船の右舷船尾部とＣ船の船首部が衝突した。 

甲板員Ａは、衝突後に初めてＣ船の存在を知った。 

 気象・海象 気象：天気 小雨、風 なし、視界 良好 

海象：平穏 

分析 乗組員等の関与 あり 

船体・機関等の関与 なし 

気象・海象の関与 なし 

Ａ船は、Ｂ船をえい
．．

航して大王埼東南東方沖を

東北東進中、船橋当直中の甲板員Ａが、Ｂ船のえ
．

い
．
航状態を見張ることに注意を奪われ、適切な見

判明した事項の解析 

 



 

張りを行わなかったため、Ｃ船の存在に気付かな

かった可能性があると考えられる。 

Ｃ船は、漁ろうに従事して北西進中、船長Ｃ

が、レーダーでＢ船の映像を探知した際、Ｃ船が

Ｂ船の船尾側を通過するものと思い込み、適切な

見張りを行わなかった可能性があると考えられ

る。 

原因  本事故は、大王埼東南東方沖において、Ａ船がＢ船をえい
．．

航して東北東

進中、Ｃ船が漁ろうに従事して北西進中、Ａ船及びＣ船とも適切な見張り

を行わなかったため、Ｂ船及びＣ船が衝突したことにより発生した可能性

があると考えられる。 

 




